
公認会計士・税理士　新名貴則

平成30年12月 平成30年12月

納税協会ホームページURL

〒540－0012  大阪市中央区谷町1－5－4
公益財団法人  納税協会連合会
TEL 06－6135－4062（編集部直通）
FAX 06－6135－4056（　　〃　　）

発行

●申告所得金額は過去最高

●スーパーマーケットやコンビニエンスストアの休憩スペースでの飲食に注意

●一定の工事請負契約等については経過措置に注意
　平成31年（2019年）10月１日に予定されている消費税率10％への引上げに関して、国税庁は「平成31年（2019年）10月１日以後に行われる資産の譲
渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いＱ＆Ａ【基本的な考え方編】【具体的事例編】」を公表しました。
　平成31年施行日（平成31年（2019年）10月１日）以後の取引については、原則として新税率10％が適用されますが、これを厳格に適用することが困
難と認められる取引について経過措置が設けられており、旧税率8％が適用されます。
　具体的には次のような取引です。経過措置の対象となる取引については、新税率10％との選択適用ではなく、旧税率8％が適用されます。

消費税率10％への引上げに関する経過措置の取扱いＱ＆Ａを公表

｢平成29事務年度 法人税等の申告（課税）事績の概要」を公表

消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ（個別事例編）を更新

第９回どうなる!?
税理士　友松悦子

税理士●　今回は、平成35年（2023年）10月１日から導入される、いわゆる「イ

ンボイス制度」の請求書や領収書の記載事項について説明しますね。

社　長●　インボイスって聞いたことがあります！

税理士●　はい、すでに海外では広く導入されていますね。日本型インボイス制

度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、右図の事項を記載

する必要があります。平成31年（2019年）10月１日から導入される

「区分記載請求書」との違いで特に注意すべきところは、適格請求書

発行事業者として登録をして、その登録番号を適格請求書に記載しな

ければならない点です。また、適格請求書発行事業者は軽減税率の対

象品目の販売の有無にかかわらず、買い手から求められた場合は適格

請求書を交付しなければなりませんし、交付した適格請求書の写しの

保存が義務付けられています。

社　長●　なるほど。

税理士●　請求書等の様式を変更する際は、区分記載請求書ではなく適格請求書

の記載事項に合わせた方が、後で便利ですね。

社　長●　よく見ると、スーパー等は「適格簡易請求書」というものでもいいん

ですね。

税理士●　はい。不特定多数の者に対して販売等を行う小売業等に該当する場合

は、「適格簡易請求書」の発行が可能です。ちなみにこれらの請求書

は、事業者の特定ができるなら、スーパー名などの屋号の記載でも大

丈夫です。

新刊書のご案内

◆お求めはお近くの納税協会へ

納税協会の「総務管理者養成講座」
詳しくは
各納税協会のホームページ

をクリック！

https://www.nouzeikyokai.or.jp/seminar/

実力派を目指すあなたのための─。

公益財団法人納税協会連合会　事業部
〒540－0008　大阪市中央区大手前1 －5 －33（納税協会ビル6階）
TEL　06－6937－5115　 FAX　06－6937－5502

通信コース・セレクト

履修科目

受 講 料
（消費税込）

①総 務 実 務　②経 理 実 務　③源泉徴収事務
④社会保険事務　⑤労働保険事務　⑥労務管理事務

通信コース・e－通信コース（納税協会会員） 52,920円
　　　　　　〃　　　　　　（一　　　　般） 63,720円
通信セレクト・e－通信セレクト（納税協会会員） 10,800円(※）
　　　　　　〃　　　　　　（一　　　　般） 12,960円(※）

＊あなたの学習スタイルに合わせて選べる「コース」と「セレクト」＊

※　履修科目①～⑥の１科目についての受講料です。
　　通信セレクト・e-通信セレクトでは、学習したい科目を１～3科目まで選んでいただけます。

国税庁

国税庁

　国税庁は、平成29事務年度の法人税、地方法人税、
源泉徴収所得税及び復興特別所得税の申告（課税）
事績を公表しました。この中で法人税については、
申告所得金額は70兆7,677億円と過去最高を更新し、
8年連続で増加となりました。また、黒字申告の件
数も7年連続の増加となっています。申告税額につ
いても平成28年度と比較して１兆2,357億円増加し
ています。

★平成35年（2023年）10月１日からは、決められた事項を記載した「適格請

求書」を発行することとなる。

★買い手から求められた場合は適格請求書を交付することと、交付した適格

請求書の写しの保存が義務付けられている。

★不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等は、

適格簡易請求書の発行が可能。

★事業者の特定ができるなら、スーパー名などの屋号の記載でもＯＫ。

《ポイントの整理》

　安倍首相は10月15日の臨時閣議において、かつてのリーマン・ショックのようなことでもない限り、予定どおり平成31年（2019年）10月１日から消費税率を10％に引き上げ
る方針を表明しました。酒と外食を除く飲食料品などについて税率を8％に据え置く軽減税率も予定どおり導入されます。また、税率を8％に引き上げた際の経験を活かし、
期間限定のポイント還元など、税率引上げ後の景気低迷を緩和するための景気対策を徹底する方針です。

　国税庁は「消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ（個別事例編）」を更新し、軽減税率が適用されるかどうか判断が難しい複数の項目の追加を行って
います。具体的には、次のようなケースの取扱いです。

１．いつからでも受講できます
2．実務知識を重点に編集された全6科目・7分冊のテキスト
3．担当スタッフには、司法書士・会計士・税理士・社労士等の専門家を揃えてい
　ます
4．｢コース受講者」には、修了証を授与します（修了要件はコースにより異なります｡）
5．通信セレクト、e-通信セレクトでは、学習したい科目のみ選んでの学習が可能

※　受講にはWindowsパソコンでのインターネット接続が必要です｡

●通信コース
● e-通信コース(※）

●通信セレクト
● e-通信セレクト(※）

国税庁

●年末調整に向けて設問を大幅に追加

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するＦＡＱを更新

　国税庁は「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するＦＡＱ」を大幅に改訂しました。平成29年度税制改正により配偶者控除と配偶者特別控
除が大きく改正されており、平成30年分の年末調整に大きく影響することから、設問を大幅に追加して詳細に解説しています。この中では、次のよう
なことが解説されています。

国税庁

取引

旅客運賃等

経過措置の内容

平成31年（2019年）10月１日以後に行う旅客運送、映画館・美術館・遊園地等への入場等の料金のうち、平成31年（2019年）9月30日までに領収
しているものについては、旧税率8％が適用されます。

請負工事等 平成31年指定日（平成31年4月１日）の前日までに締結した工事請負契約（一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェア開発等の請負契約
を含みます）に基づいて、平成31年（2019年）10月１日以後に譲渡等を行う取引については、旧税率8％が適用されます。

平成28年度 平成29年度 増減

申　告　件　数 2,861千件 2,896千件 ＋35千件
黒字申告件数 950千件 990千件 ＋40千件
黒字申告の割合 33.2％ 34.2％ ＋1.0ポイント
申告所得金額 63兆4,749億円 70兆7,677億円 ＋7兆2,928億円
申　告　税　額 11兆2,372億円 12兆4,730億円 ＋１兆2,357億円

ケ ー ス

スーパーマーケッ
ト等の休憩スペー
スでの飲食

取　扱　い

スーパーマーケット等での飲食料品の販売は、通常は購入客がこれを持ち帰ることが前提であるため、軽減税率の対象となります。しかし、
休憩スペースで飲食する場合には、「食事の提供」に該当し税率10％が適用されます。スーパーマーケット等においては「休憩スペースで
飲食する場合は申し出てください」等の掲示を行うなど、営業実態に応じた意思確認を行う必要があります。

出張の日当等 従業員等に支給する出張の日当につき、仮に従業員等が軽減税率の対象となる飲食料品の購入に使ったとしても、これを実費精算するので
なければ、日当については税率10％が適用されます。

　また、国税庁は「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａ」も、併せて更新しています。

配偶者控除を受けるための
提出書類

「給与所得者の扶養控除等申告書」に源泉控除対象配偶者として配偶者の氏名等を記載し、給与等の支払者に提出している場合であ
っても、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出がなければ、年末調整において配偶者控除の適用を受けることはできません。

配偶者の所得の見積額とそ
の確定額に差が生じた場合

年末調整後に、配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合は、翌年１月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する
時まで、年末調整の再調整を行うことができます。再調整せずに本人が確定申告を行うこともできます。

（出典：国税庁「消費税軽減税率制度の手引き 平成30年8月版」より抜粋）

◆ 2019年度講義コース「大阪教室」、「京都教室」は12月下旬より申込受付開始予定です。

〈譲渡所得・山林所得／相続税・贈与税・財産評価〉
資産税関係の法令・最新通達から諸様式の
記載例までその取扱いの全容を正確に、か
つ、広く理解できるよう各項目を体系的に
まとめた実務家必携書。

平成30年11月改訂

資産税の取扱い
と申告の手引
Web版サービス付き

福居英雄・井上浩二 編
■B5判1,624頁／定価：本体 4,600円＋税

平成30年11月改訂

資産税
実務問答集

■A5判808頁／定価：本体 3,400円＋税

■A5判640頁／定価：本体 3,000円＋税

平成30年10月改訂

相続税・贈与税
取扱いの手引

浜野靖史 編
■B5判1,808頁／定価：本体 4,800円＋税

平成30年11月改訂

所得税
実務問答集

馬場則行 編
■A5判896頁／定価：本体 3,400円＋税

平成30年11月改訂
図解と個別事例による

株式評価実務必携

井上浩二 編
■B5判352頁／定価：本体 2,600円＋税

Web版サービス付き
相続税・贈与税に関する最新の法令通達を
原文のまま収録し、有機的関連のもとに配列。
また関係様式を適宜の箇所に配置し、一覧性
に主眼を置いて編集した実務家必携の手引書。

資産税関係（相続税・贈与税及び譲渡所得
など）に関する取扱いについて、最新の税
制改正事項等を織り込み、平易な「問答式｣
で解説。
福居英雄・井上浩二 編

所得の種類別に課税方法や税額の計算、各
種の所得控除・税額控除、申告納付などの
仕組みについて、計算例や図解等を交えた
問答形式で解説。

平成30年11月改訂

減価償却
実務問答集

後藤加寿弥 編

最新の法令・通達及び豊富な事例に基づき、
法人の減価償却にまつわる実務をQ＆A方
式で解説。

相続税及び贈与税の申告にあたっての株式
の評価方法を定めた「財産評価基本通達｣
において、特に難解な取引相場のない株式
の評価方法を中心に、具体的な図解と事例
の構成で詳細解説。


